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家庭保育への協力に関して「要請」から「依頼」への変更について 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症予防対策に御対応いただき感謝申し上げま

す。 

さて、本市教育委員会からの「学校再開について（通知）」による市内小中学校の再

開されることにあわせ、現在実施しております保育料の減免を伴う家庭保育の協力の

「要請」については、8 月 30 日（日）をもって、終えることといたします。 

しかしながら、県内の新型コロナ新規感染者が発生している現状等を踏まえ、感染

拡大防止の観点から、減免を伴わない家庭保育への協力の「依頼」を行うことといたし

ました。 

平日にお仕事がお休みの場合等で家庭での保育が可能な日に、通所を見合わせ、

ご家庭での保育への協力の程よろしくお願いいたします 

 なお、本決定は 8 月 27 日時点のものであり、今後の状況により変更もあり得ることを

申し添えます。 

 

１、家庭保育への協力の「要請」の終了日：令和２年８月 29 日（土） 

 

２、  〃      「依頼」の期間 ：令和２年８月 31 日(月)～当分の間 

 

 

＊８月３１日からは、保育料等の減免を伴う「要請」から、減免を伴わない「依 

頼」に変更になります。国発出の文書において、保育料等の減免の対象とな 

るのは、市町村から「要請」を行った場合となっていることから、「依頼」と

「要請」という言葉を使い分けておりますので、ご理解願います。 

 


